
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ページ    「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。  ③ページ

⑤水道メーター検針にご協力ください  

 5 月 10 日（日）～20 日（水）に検針員が

水道メーター検針に伺います。 

○メーターボックスの上に車や物を置かな

いでください。 

○メーターボックスの中は、いつもきれいに

しておいてください。 

○犬を飼っている方は、メーターボックス付

近から離してつないでください。 

宅内漏水にご注意ください 

メーター検針時に漏水が発見されること

があります。漏水を見つけるためには家庭内

の蛇口等をすべて閉めて、水道メーター[図

参照]を確認することをお勧めします。漏水

を発見したときは、笠間市指定給水装置工事

事業者に修理を依頼し、上下水道部水道課へ

5月 25 日（月）までにご連絡ください。 

 

 

 

 

※長期間の外出を予定される方は、メーター

ボックス内の補助止水栓を閉めてお出か

けください。 

※市外の指定事業者については水道課へお

問い合わせください。 

問  水道課（内線 71232、71233）  

蛇口を閉めても、この部分（パ

イロット）が回っている場合

は漏水です。 

 ⑥東京電力からの停電事故防止のお願い  

 「農事用ビニール、防虫ネットなどの送電

線への飛来付着」と「移動式クレーンなどの

送電線への接近」による停電事故にご注意く

ださい！ 

農事用防虫ネットなどの舞い上げ防止 

1 風で舞い上がった、ビニールやネットが電

線に接触して停電事故を起こすことがあ

ります。 

2 防虫ネットにはアルミ箔が付いていて電

気をよく通しますのでご注意ください。 

3 使用済みのビニールなどは回収してくだ

さい。 

4 使用中のものは、飛散しないように、もう

一度お確かめください。 

移動式クレーンなどの接近防止 

1 送電線に近づいただけで放電がおこり、電

気が流れ感電するとともに停電事故を起

こします。 

2 送電線の付近で移動式クレーン等を使用

されるときは、必ず東京電力へ連絡をお願

いします。 

≪その1本の電話が、事故・災害を防ぎます≫

※故意や過失により送電線に付着または接近

し「停電事故」が発生した場合は、被害を受

けた方から責任を問われる場合があります。 

問 〒308-8540 筑西市下岡崎3-1-13 

℡ 0296-25-3860 下館支社送電保守グループ 

         ⑦はかりの定期検査についてのお知らせ         
 取引または証明に使用するはかりは、2 年に 1 回定期検査を受けなければなりません。 

 笠間市においても、下記日程により定期検査を実施しますので、最寄りの会場で必ず受検してく

ださい。 

 なお、所在場所での検査を希望される場合には、計量士による巡回検査制度もありますので、詳

細は、（社）茨城県計量協会または茨城県計量検定所にお問い合わせください。 

定期検査日時・場所 

月   日 場  所 時   間 

5 月 19(火)･20(水)・21(木) 笠間市役所笠間支所 

5 月 22(金) 笠間市役所岩間支所 

5 月 25(月)・26(火)・27(水) 笠間市役所 

午前 10 時 30 分～午後 3時 

（正午から午後 1 時までを除く） 

当日持参するもの 

①手数料（1台当たり 520 円～3,000 円程度） 

②受験通知ハガキ 

③はかり（分銅・おもりも必ず持参） 

問 笠間市役所 商工観光課  ℡ 0296-77-1101（内線 517） 

茨城県計量検定所 検査課 ℡ 029-221-2763 FAX 029-221-2764 

（社）茨城県計量協会   ℡ 029-225-7973 FAX  029-225-7974 

  ⑧特設無料人権相談所を開設   

 毎日の暮らしの中で起こるさまざま

な人権に関わる困り事を解決に導くた

めの相談です。お気軽にご相談ください。 

開設日 5 月 20 日（水） 

会場 友部社会福祉会館 

開設時間 午前 10 時～午後 3 時 

相談内容 

☆いじめ・体罰、地域・女性・外国人な

どの差別問題 

☆家庭内（夫婦・親子・相続など）の問題 

☆金銭貸借、借地借家、近隣問題など 

相談員 人権擁護委員・法務局職員 

問 水戸地方法務局 ℡ 029-227-9919 

    ⑨水道の届出について     

 水道は届出制です。届出がない場合、水道

を使用しない期間も基本料金が発生します

のでご注意ください。 

☆市外に引っ越すときや、長期間留守等で一

時的に止めたいとき→中止届 

☆市内で転居するとき→現在使用している

場所の中止届及び、新たに使用する場所の

開始届 

問 水道課（内 71233・71234） 

 ⑩フリーマーケット開催のお知らせ  

 家庭で眠っている日用品や衣類など、使わ

なくなったものをもう一度生かしてみませ

んか？ 売るのも買うのも、見るのも楽しい

フリーマーケットに気軽にお出掛けくださ

い。家庭菜園の採れたて野菜も大歓迎です。 
日時 5 月 23 日（土）午前 8 時～正午 

   ※雨天のときは5月24日（日）に延期 

場所 友部公民館前広場 
出店方法 当日午前 8 時から受け付けます。 
     ※小中学生は保護者同伴のこと。 
     ※業者の方の出店はお断りします。 
参加料 一区画当たり 500 円 

問 友部ごみを考える会 菊地 
  ℡ 0296-77-5028（午後 6 時以降） 

出店料の一部は社会

福祉に寄付するよ。  

⑪「広報かさま 4 月号」訂正とお詫び 

 4 月 9 日に発行しました「広報かさま 4月

号」19 ページ『情報カレンダー』内の記事

に誤りがありました。読者の皆様並びに関係

各位にお詫びを申し上げ、訂正いたします。 

訂正内容 

「5月 6日（水）夢いっぱいクラブ ともべ保 

9:30～11:30」は、ともべ保育所が休所日の

ため、お休みとなります。 

問 子ども福祉課（内線 164） 

 平成 21 年度茨城県消費生活相談員等

養成講座の受講者を募集 

 茨城県では、県や市町村の消費生活センタ

ー等において相談業務に従事できる人材を

養成するための講座を開催します。消費者問

題に関心を持ち、専門知識の習得に意欲を持

った人を募集します。 

開催会場 水戸合同庁舎 

 水戸市柵町 1-3-1 

開催日 第 1 部 基礎コース(2 日間) 

7/4(土)、7/5(日) 

第 2 部 専門コース（5日間） 

7/11(土)、12(日)、18(土)、25(土)、

8/1(土) 

受講料等 受講料無料（ただしテキスト代 

は受講者負担） 

※定員になり次第締め切ります。 

※9 月に土浦市内で、11 月に筑西市内で、同

じ講座を開催します。 

問 茨城県消費生活センター 

  〒310-0802 水戸市柵町 1-3-1 

 水戸合同庁舎内 

  ℡ 029-224-4722 FAX 029-226-9156 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/

seikan/syose/ 

 

⑫平成 21 年度茨城県消費生活相談員等 

養成講座の受講者を募集 


